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１．基本指針 

  消防団は、地域に根差した消防防災組織としての役割を果たしてきましたが、
近年、若年層人口の減少やサラリーマンの占める割合の増加などで団員数が減少
し、災害時に出動可能な団員についても減少しているのが現状です。 

  このような状況下、自主消防組織を区・地区ごと組織していただき、初期消火
活動などの諸対応をお願いしているところですが、組織隊員の処遇改善と組織の
円滑な運営を図るため、自主消防組織を（初期消火などの活動に限定した）機能
別消防団（自主消防班）として位置づけ、引き続き、消防団と役割分担しなが
ら、地域防災力の向上に努めることとします。 

 

２．災害発生時における活動について 

（1）火災発生時 

  ① 自主消防班は、原則として管轄区（地区）内の火災について出動をお願いし
ます。 

  ② 消防団・自主消防班ともに、自家用車で火災現場へ出動した場合は、消防車
の進入や消火活動に支障をきたさないよう道路の端に駐車し、だれでも車両
が移動できるようにキーは付けたままとしてください。 

③ 火災現場への誘導員は原則として消防団が行いますが、人員が見込めない場
合は、自主消防班においても誘導活動を担当してください。 

  ④ 自主消防班は、火災現場において消防団が到着していない場合は、到着する
までの間について初期消火活動を行い、消防団が現場到着して消防団現場本
部が設置された後については、消防団⾧の指揮のもと消火活動を消防団に引
き継ぐこととします。消防団⾧から要請があれば、引継ぎ後の諸対応をお願
いします。 

⑤ 自主消防班は、現場において、既に消防団が先着していた場合は消防団⾧の
指揮に基づき、現場が鎮圧するまで誘導活動や機関等の資材の貸し出し等の
応援活動を行うものとします。 

  ⑥ 現場は、消防署、消防団及び自主消防班が協力して迅速な消火活動に努め、
水利部署は消火活動に最良な場所を相互に調整することとします。 

⑦ 消防団及び自主消防班間の情報伝達については、消防団⾧から区⾧（又は自主
消防班の班⾧）へ無線機により伝達することを基本とします。 

  ⑧ 自主消防班は、火災現場の鎮圧が見込める場合、または消防団⾧の指示があ
った場合は撤収し、撤収時に消防団⾧への連絡をお願いします。 



  ⑨ 現場の残火処理及び再燃防止処理については消防団で行います。 

 

（2）行方不明者に対する人命検索活動 

   原則として、消防団及び自主消防班ともに村⾧からの要請により出動し、自
主消防班は警察署・消防団⾧の指示に基づき、相互に協力して人命検索活動を
行ってください。情報伝達方法については火災発生時の伝達に準じます。 

 


